
質問書提出者各位 

 

質 問 回 答 書 

 

 令和８年 ５月２７日 

業務名：セキスイハイム松本スタジアム他３施設照明設備ＬＥＤ化事業 

 

松本市長  臥雲 義尚   

（公 印 省 略）   

 

セキスイハイム松本スタジアム他３施設照明設備ＬＥＤ化事業 公募型プロポーザル実施要領第６に基

づき、提出された質問について、下記のとおり回答いたします。 

番号 質問内容 回      答 

１ 

 

 

 

 

 

 

２ 

 

 

 

 

 

３ 

 

 

 

 

 

４ 

 

 

【記載箇所】 

実施要領 p.2 参加資格 

4-(1)-カに記載の参加資格は、4-(3)の役割を担

う参加者すべての企業が受注・施工実績を有して

いることが条件なのかどうかご教授願います。 

 

 

【記載箇所】 

実施要領 p.6 提案提出書類・作成要領 

8-(2)-エ 事業実施体制（様式第９号）につい

て、施工役割において協力会社を活用する場合も

記載が必要なのかどうかご教授願います。 

 

【記載箇所】 

なし 

各施設における点灯制御方式は、既存設備を流

用、既存制御方式を準拠すると考えてよろしいで

しょうか。 

 

【記載箇所】 

なし 

現在運営している各競技場の点灯パターンをご

 

 

グループで参加する場合、グループ単位で同

種もしくは類似の受注・施工実績があることを

求めているため、構成員の全てが実績を有して

いる必要はありません。 

 

 

 

提出時点で記載が可能な内容については記

載してください。 

 

 

 

 

 お見込みのとおりです。 

ただし、運用上より効果的・合理的なものが

ある場合、提案に含めることは可とします。 

 

 

 

 各競技場の点灯パターンは以下のとおりで



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 

 

 

 

 

 

 

６ 

 

 

 

 

 

 

 

７ 

 

 

 

 

 

８ 

 

 

 

 

教授お願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【記載箇所】 

なし 

各競技場の既設照明制御の図面を頂けませんで

しょうか。 

 

 

 

【記載箇所】 

なし 

提案書作成にあたり、各施設内の現場確認（電

灯盤・柱上盤等）をさせて頂けませんでしょうか？ 

不可の場合は、全設備の既設設計図面（回路図

等記載の電気図面）のご提供をお願できませんで

しょうか？ 

 

【記載箇所】 

実施要項 p.１ 2-(2)-オ 

劣化ケーブル等の交換及び撤去・処分と記載が

ありますが、全ケーブルの交換を想定されていま

すでしょうか？ 

 

【記載箇所】 

対象施設図面 

コンクリート柱用投光器架台（スカイロードサ

イクリングスタジアム松本、信州グリーンフィー

ルドかりがねに使用）も交換を想定されています

す。 

・セキスイハイム松本スタジアム 

 全灯、1/2、1/3、1/6 

・信州グリーンローズスタジアム四賀 

 全灯のみ 

・スカイロードサイクリングスタジアム松本 

 全灯、1/2 

・信州グリーンフィールドかりがね 

 全灯、1/2（東西ハーフコート毎） 

 

 

 

 必要に応じ、施設所管課に照会願います。 

＜施設所管課＞ 

 スポーツ施設整備課 

 TEL：0263-34-1700 

 

 

 

必要に応じ、現場確認を可とします。日程調

整等については施設所管課に照会願います。 

＜施設所管課＞ 

 スポーツ施設整備課 

 TEL：0263-34-1700 

 

 

 

 契約候補者が実施する現場調査の結果、交換

が必要と判断されたケーブルの交換を想定し

ています。 

 

 

 

 契約候補者が実施する現場調査の結果、交換

が必要と判断された場合の交換を想定してい

ます。 



 

 

９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０ 

 

 

 

 

 

 

１１ 

 

 

 

 

１２ 

 

 

 

 

 

 

 

１３ 

 

 

 

 

でしょうか？ 

 

【記載箇所】 

対象器具リスト 

「セキスイハイム松本スタジアム」、「スカイロ

ードサイクリングスタジアム松本」街路灯型と記

載ありますが、鋼管ポールに灯具が取り付けられ

ているタイプと想定されます。この場合は灯具の

み交換（ポールは既設再使用）で宜しいでしょう

か？ 

 

【記載箇所】 

提案書作成に係る技術要件及び設計条件等 

 スカイロードサイクリングスタジアム松本に記

載の設計要件において規定されている水平面照度

は、バンク等を考慮せず直線部分をＧＬ高さとし

た分布図の検証でよろしいでしょうか。 

 

【記載箇所】 

なし 

提案書作成にあたり、各施設の平面図ＣＡＤデ

ータのご提供をお願いできますでしょうか。 

 

【記載箇所】 

実施要領 p.1 2-(2) 

 実施要領１の目的より基本的には照明器具の

LED器具の交換と考えてもよいですか。 

 

 

 

 

【記載箇所】 

実施要領 p.1 2-(2)-オ 

 オの劣化ケーブル等の交換について、屋外露出

部分のケーブルの劣化状況によりと考えてよいで

すか。その交換対応についての判断はどのように

 

 

 

 

 お見込みのとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 バンク及びカントを考慮した設計・検証とし

てください。 

 

 

 

 

 

 ＣＡＤデータの提供は対応していません。 

 

 

 

 

 本事業では実施要領 p.1 2-(2) に記載す

る全ての事業を実施いただきます。 

 その上で、既設照明から LED照明への交換施

工においては、お見込みのとおり、主として器

具交換となる想定です。 

 

 

 

 劣化ケーブル等の交換の範囲については、契

約候補者が実施する現場調査により判明し得

る内容が主たるものになる想定です。交換の判



 

 

 

１４ 

 

 

 

 

 

１５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

されますか。 

 

 

【記載箇所】 

実施要領 p.3 4-(3)-イ 

 照明架台の健全性について、交換後の器具の加

重負荷で補強が必要であれば対応しますが、既設

の構造物については目視での確認でよいですか。 

 

【記載箇所】 

提案書作成に係る技術要件及び設計条件等 

 既設設備については、別紙４の条件を満たして

いると考えてよいでしょうか。（照明器具台数が増

える場合は構造物ごとの改修になりかねないので

確認です。） 

 

 

 

 

 

【記載箇所】 

仕様書 p.1 2-(4)-ウ 

 ２－（４）ウに賃貸借期間『令和９年４月１日

から令和１９年３月３１日まで（１０年間）』と記

載がございます。 

弊社は、グループでの参加を検討しております

が、賃貸借契約書は、貴市とグループ構成員全て

との間での締結を想定しておりますが、宜しいで

しょうか。 

賃貸借契約書（案）がございましたらご提供を

お願いできますでしょうか。 

また、本件契約保証金は必要となりますでしょ

うか。必要な場合、契約保証金の免除を申し出る

場合についてもご教授をお願いいたします。 

 

 

断については、現場調査の結果を踏まえ、発注

者に報告・協議の上決定するものとします。 

 

 

 

 照明架台の健全性の調査について、健全性判

断の品質が担保される方法であれば、手法の指

示又は制限はありません。 

 

 

 

対象各施設の既設設備については、必ずしも

別紙４の各条件を満たしていません。 

 なお、今回の LED化により、別紙４の各条件

を適用した場合であっても、照明器具台数はむ

しろ削減されることを想定しています。仮に設

計の結果、照明器具台数が増え、照明柱等の構

造物の改修が必要となった場合、当該費用も施

工費に計上し、提案してください。 

 

 

 

 実施要領に記載のとおり、統括役割を担う者

が事業遂行を統括することとしているため、グ

ループを代表して代表者（統括役割を担う者）

との２者間契約を想定しています。ただし、代

表者がリース会社以外の場合はリース会社を

含めた３者間契約も可能です。 

 賃貸借契約書（案）について、以下本市ホー

ムページに賃貸借標準契約約款が公表されて

いますのでご確認ください。 

https://www.city.matsumoto.nagano.jp/site

/nyusatsu-keiyaku/1349.html 

 本事業の契約に際し、契約保証金は必要とな

ります。ただし、本市財務規則 第 124 条第４

項第３号に基づき、免除の可否は判断します。 

https://www.city.matsumoto.nagano.jp/site/nyusatsu-keiyaku/1349.html
https://www.city.matsumoto.nagano.jp/site/nyusatsu-keiyaku/1349.html


 

 

 

 

 

 

 

１７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１８ 

 

 

 

 

１９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【記載箇所】 

仕様書 p.2 4-(1)-イ 

 既存照明設備の重量を教えていただけないでし

ょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【記載箇所】 

実施要領 p.8 10-(6)-イ 

プレゼンテーションへ照明設備の販売者は参加

してもいいでしょうか。 

 

【記載箇所】 

提案書作成に係る技術要件及び設計条件等 p.3 

1-(3)-オ 

 観客席視点での輝度シミュレーションは、 

・外野に飛ぶフライボールの、観客席からの見え

方 

・観客席に飛ぶフライボールの、観客席からの見

え方 

https://www1.g-reiki.net/city.matsumoto/r

eiki_honbun/e703RG00000331.html#e00000261

0 

 なお、グループでの応募の場合は、統括役割

を担う者が本市財務規則第 124 条第４項第３

号に掲げる保証を付してください。 

 

 

 重量をお示しする上で、既存照明設備の物理

的範囲が曖昧のため、以下に既設照明設備のラ

ンプ型番をお示しします。こちらから重量の類

推をお願いします。 

・セキスイハイム松本スタジアム 

 メタルハライドランプ：MT1500B/BHSCM/N 

 高圧ナトリウムランプ：NH940L/N 

 保安灯       ：JD220V50DW-EN 

・信州グリーンローズスタジアム四賀 

 MT1500B/BH-M-UVC 

・スカイロードサイクリングスタジアム松本 

 MT1000B/BH-M 

・信州グリーンフィールドかりがね 

 MT1000B/BH-M-UVC 

 

 

 

 参加可とします。 

 

 

 

 

 

 観客席視点の輝度シミュレーションは「その

視点からの複数のフライボールの見え方」を想

定しています。このため、例えばファースト側

観客席のシミュレーションにおいては、ファー

スト側観客席に飛ぶフライボールのみではな

https://www1.g-reiki.net/city.matsumoto/reiki_honbun/e703RG00000331.html#e000002610
https://www1.g-reiki.net/city.matsumoto/reiki_honbun/e703RG00000331.html#e000002610
https://www1.g-reiki.net/city.matsumoto/reiki_honbun/e703RG00000331.html#e000002610


 

 

 

 

 

２０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２２ 

 

 

 

 

 

 

（例：ファースト側観客席に飛ぶフライボールの、ファー

スト側観客席からの見え方） 

のどちらか、また別の想定で行えばよいでしょう

か。 

 

【記載箇所】 

提案書作成に係る技術要件及び設計条件等 p.3 

1-(3)-オ 

 客観的かつ定量的な公式の指標がないため、メ

ーカー独自の方法でフライボールの視認性を検証

した結果を提案すればよろしいでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

【記載箇所】 

提案書作成に係る技術要件及び設計条件等 p.3 

1-(2)-イ 【表３】 

施設ホームページに既設照明での照度が内野３

００lx、外野２００ lx とあり、今回の目標基準

である内野７５０lx、外野５００lxは、既設の２．

５倍に当たります。照明機器の数量や重量は既設

と同等かそれ以下で照明設計を行い、目標基準に

近い照度、均斉度を目指すという理解でよろしい

でしょうか。 

 

【記載箇所】 

仕様書 p.3 4-(1)-オ 及び 対象施設図面 

対象施設：信州グリーンローズスタジアム四賀 

     信州グリーンフィールドかりがね 

選定するＬＥＤ照明設備における入力電圧に関

して、「設置場所の配電電圧に適合したもの」と指

定されておりますが、具体的な配電電圧が対象施

く、当該視点から見える複数軌道のフライボー

ルの輝度シミュレーションを実施してくださ

い。 

 

 

 

 

 

 お見込みのとおり、輝度の具体的かつ公式の

指標（基準）は無いと理解していますが、評価

はあくまで輝度のシミュレーションにて行っ

てください。 

なお、本シミュレーションは、施設外への漏

れ光を極力減らす観点から、特に上空方向への

配光低減を図りつつ、同時に飛球の見やすさを

実現させるための十分条件を検証する趣旨で

実施します。 

 

 

 

 

 お見込みのとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 各施設の競技場照明設備の入力電圧は以下

のとおりです。 

・信州グリーンローズスタジアム四賀 



 

 

 

 

２３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２５ 

 

 

 

 

 

 

設図面から確認できません。 

既設照明器具の入力電圧をご教示ください。 

 

 

【記載箇所】 

対象器具リスト 

対象施設：セキスイハイム松本スタジアム 

対象器具リストに「保安灯（ＪＤ５００Ｗ）」が

含まれておりませんが、こちらの取り扱いについ

て確認させてください。 

メイン照明のＬＥＤ化に伴い、消灯後も即時再

点灯が可能となることから、保安灯は不要（撤去）

になると推察しております。 

当該保安灯は、更新に伴い撤去（今回の対象外）

との認識で相違ないでしょうか。 もし「現状のま

ま残置（または別途ＬＥＤ等への更新）」などのご

指定がございましたら、合わせてご教示ください。 

 

【記載箇所】 

なし 

対象施設：４施設共通 

照度計算、器具配置検討、施工計画および提案

図面作成のため、対象施設のＣＡＤデータをご提

供いただくことは可能でしょうか。 

可能な場合、配置図、平面図、照明柱・架台位

置、既設照明器具位置、敷地境界、競技エリア等

可能な範囲でわかるＣＡＤデータをご提供いただ

けますでしょうか。 

 

【記載箇所】 

提案書作成に係る技術要件及び設計条件等 p.2 

1-(3)-ウ 

対象施設：４施設共通 

「各照明器具の１０年間保守率は０．８とす

る。」とありますが、提案予定のＬＥＤ投光器は４

万時間後の光束維持率が９５％以上と高性能なた

 200 V 

・信州グリーンフィールドかりがね 

 200 V 

 

 

 

 

 お見込みのとおり、LED化に伴い保安灯は不

要となることから撤去となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＣＡＤデータの提供は対応していません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 光源単体では４万時間後の光束維持率が９

５％以上も有り得ると思料しますが、投光器全

体で見た場合、カバーの汚れといった外的要因



 

 

 

 

 

 

 

 

 

２６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

め、一律０．８での設計は実態と乖離した過剰な

台数設置（オーバースペック）となり、不必要な

電力を消費します。 

メーカー仕様書による性能証明を前提に、提案

器具の実力値に応じた適切な保守率での設計を認

めていただくことは可能でしょうか。 

脱炭素に配慮した最適な省エネ提案をさせてい

ただきたく存じます。 

 

【記載箇所】 

仕様書 p.2 ２内容 及び 対象器具リスト 

対象施設：４施設共通 

本事業範囲に「照明制御設備、照明分電盤等」

は含まれておりませんが、こちらの取り扱いにつ

いて確認させてください。提案範囲としては、既

設の照明制御設備・照明分電盤等は流用し、照明

器具および付帯する必要最小限の改修を行う前提

と考えてよろしいでしょうか。もし照明制御設備、

照明分電盤等の更新が本業務範囲に含まれる場合

は、既設の単線結線図、盤図、制御系統図、回路

構成、操作方法が分かる資料をご提示いただけま

すでしょうか。 

 

【記載箇所】 

提案書作成に係る技術要件及び設計条件等 p.3 

            ３ 施設敷地外の照度 

対象施設：４施設共通 

水平面照度および鉛直面照度を算出し、照度シ

ミュレーション図等により説明する旨の記載があ

ります。 

鉛直面照度について、評価対象となる施設外の

位置や「何 lx以下」等の具体的な目標値はありま

すでしょうか。 

目標値がない場合は、提案者にて敷地境界、近

隣住宅等を想定し、周辺環境への影響が分かる評

価位置を設定して説明する理解でよろしいでしょ

や光源以外の部分の経年劣化等により、１０年

間の運用の中で照度は相応に落ちると想定し

ています。 

 このことから、１０年間保守率を０．８に設

定することは実態と乖離しているとまでは言

い難いため、当該条件により設計をしてくださ

い。 

 

 

 

 

 

 お見込みのとおりです。照明制御設備、照明

分電盤等の更新は本業務範囲に含まれません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 鉛直面照度について、評価対象となる施設外

の位置や具体的な目標値はありません。 

 お見込みのとおり、提案者にて評価位置等を

設定し、周辺環境への影響が分かる説明をして

ください。 

 

 

 

 



 

 

２８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

３０ 

 

 

 

 

 

 

３１ 

 

 

 

 

 

 

うか。 

 

【記載箇所】 

実施要領 p.3 4-(3)  p.8 10 

実施要領等に定める「参加者の役割」には、統

括、調査、施工、金融、維持管理の各役割が定義

されており、照明器具メーカーは直接的にはこれ

らに該当しないと見受けられます。 

一方で、プレゼンテーションの出席人数は「５

名以内」と制限されておりますが、この５名の枠

内に、照明器具メーカーの担当者を含めることは

可能でしょうか。 

 

【記載箇所】 

なし 

対象施設：４施設共通 

提案書受付期日までの期間の中で、必要に応じ

て各施設の現場調査の実施は可能でしょうか。 

 

 

 

 

【記載箇所】 

仕様書 p.4 6-(1) 

 「動産総合保険の適用範囲内において受注者の

範囲内で速やかに対応すること」とあるが、地震・

津波等の適用範囲外の事象については、貴市負担

との認識でよろしいでしょうか。 

 

【記載箇所】 

なし 

 賃貸借契約書（案）は事前に提示いただけます

でしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 参加可とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 必要に応じ、現場確認を可とします。日程

調整等については施設所管課に照会願います。 

＜施設所管課＞ 

 スポーツ施設整備課 

 TEL：0263-34-1700 

 

 

 

 当該事象が適用範囲内か否かを協議し、適用

範囲外となった場合は市で負担します。 

 

 

 

 

 

 賃貸借契約書（案）について、以下本市ホー

ムページに賃貸借標準契約約款が公表されて

いますのでご確認ください。 

https://www.city.matsumoto.nagano.jp/site

/nyusatsu-keiyaku/1349.html 

https://www.city.matsumoto.nagano.jp/site/nyusatsu-keiyaku/1349.html
https://www.city.matsumoto.nagano.jp/site/nyusatsu-keiyaku/1349.html
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３３ 

 

 

 

 

 

 

３４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【記載箇所】 

なし 

 本契約について省エネ効果を保証する内容では

ないとの認識でよろしいでしょうか。 

 

【記載箇所】 

仕様書 p.5 9-(2) 

 賃貸借開始までに物件に故障が発生した場合、

動産総合保険の適用が出来ませんが、故障原因が

設備の不具合でない場合（破損等）、貴市負担で問

題ないでしょうか。 

 

【記載箇所】 

なし 

 契約保証金および入札保証金は免除の認識でよ

ろしいでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【記載箇所】 

実施要領 p.9 13-(2) 

 契約後予算削減等により契約解除となった事例

はございますでしょうか。また、その場合、残債

を一括でご精算頂ける認識でよろしいでしょう

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 お見込みのとおりです。 

 

 

 

 

 賃貸借開始前（物件引渡し前）の物件の故障

について、市で負担はしません。ただし当該故

障の原因が市の責に帰すべき事由の場合はこ

の限りではありません。 

 

 

 

 本事業の契約に際し、契約保証金は必要とな

ります。ただし、本市財務規則 第 124 条第４

項第３号に基づき、免除の可否は判断します。 

https://www1.g-reiki.net/city.matsumoto/r

eiki_honbun/e703RG00000331.html#e00000261

0 

 なお、グループでの応募の場合は、統括役割

を担う者が本市財務規則第 124 条第４項第３

号に掲げる保証を付してください。 

 入札保証金は今回該当しません。 

 

 

 

 本項で規定しているのは、契約候補者の決定

後、契約締結前に事業の継続が困難または中止

となった場合における措置です。 

なお、契約後予算削減等により契約解除とな

った事例はありません。また、契約後に市の責

に帰すべき事由により契約を解除することに

なった場合、残債の精算方法については協議に

より決定することとします。 

https://www1.g-reiki.net/city.matsumoto/reiki_honbun/e703RG00000331.html#e000002610
https://www1.g-reiki.net/city.matsumoto/reiki_honbun/e703RG00000331.html#e000002610
https://www1.g-reiki.net/city.matsumoto/reiki_honbun/e703RG00000331.html#e000002610
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３９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４０ 

 

 

 

 

 

 

 

【記載箇所】 

実施要領 p.7 10-(4) 

 提案書に個社名を記載してよろしいでしょう

か。 

 

【記載箇所】 

実施要領 p.7 10-(4) 

 プレゼンテーション及びヒアリング審査時は、

個社名を使用して発表してよろしいでしょうか。 

 

【記載箇所】 

仕様書 p.3 5-(6) 

 ＰＣＢ及びアスベストが含まれていた場合の撤

去費用負担は、貴市負担の認識にてよろしいでし

ょうか。 

 

【記載箇所】 

実施要領 p.2 4-(1)-カ 

 過去５年以内において、同種もしくは類似事業

の受注・施工実績があること。→過去５年間にお

ける屋外スポーツ関連施設の LED化に関する実績

はございませんが、本事業の対象施設につきまし

ては、新築当初より施工および継続的なメンテナ

ンスを請け負っており、当該施設を最も熟知して

いる市内業者となります。このような事業者につ

きましても、本事業の参加資格を認めていただく

ことは可能でしょうか。 

 

【記載箇所】 

実施要領 p.3 4-(3) 

 参加者の役割として、ア～オまで役割がござい

ますが、グループ構成表に資材調達会社及び LED

機器メーカーの機器供給役割として、グループ構

成員に加えることは可能でしょうか。 

 

 

 

 

 構いません。 

 

 

 

 

 構いません。 

 

 

 

 

 お見込みのとおりです。 

 

 

 

 

 

 単独企業で本プロポーザルに参加する場合、

参加資格として、過去５年以内における同種も

しくは類似事業の受注・施工実績が必要となり

ます。 

 グループで参加する場合、グループ単位で上

記実績を保有していることを求めます。したが

って、グループ構成員のいずれかが上記実績を

保有していれば、その他構成員において実績を

保有していない企業がいることは認めます。 

 

 

 

 参加者の役割について、ア～オ以外の役割は

加えられません。 

 

 

 



４１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４２ 

 

 

 

 

 

 

 

４３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

４４ 

 

 

【記載箇所】 

実施要領 p.7 10-(4) 

 プレゼンテーション用の資料は、「ヒアリング審

査の前々日までにメールにて提出すること」とあ

りますが、提案書提出後の提案内容改変を防ぐ観

点から、提案書提出と同時にプレゼンテーション

資料も提出させるケースが多いかと存じます。 

 したがって、当該箇所の解釈は 

①提案書に紙ベースのプレゼンテーション資料を 

 添付し同時提出 

②提出時の内容と同じ内容の電子データをメール 

にて提出 

との理解でよろしいでしょうか 

 

 

 

【記載箇所】 

実施要領 p.9 13-(2) 「業務履行計画書」 

「計画書の内容については、本市と協議のうえ決

定する」とありますが、「業務履行計画書」の内容

は、優先交渉権者にのみ開示される、との認識で

よろしいでしょうか？また、その内容の骨子を事

前開示して頂くことは可能でしょうか。 

 

【記載箇所】 

実施要領 p.10 13-(2) 【表 2】 

 施工段階における物価の変動で、「急激なインフ

レ・デフレ（施工費に対して影響のあるもののみ

～）」とあり、事業者欄にも「〇」がついておりま

すが、これは、デフレの場合は「契約額のデフレ

スライド」があり得るとの認識でよろしいでしょ

うか。 

 

【記載箇所】 

実施要領 p.10 13-(2) 【表 2】 

 施工段階における用地の確保で「資材置き場の

 

 

 提案書の内容・要点をプレゼンテーション用

に落とし込んだものがプレゼンテーション資

料と理解していることから、双方間での提案内

容の不一致は有り得ないという前提でいます。

このため、提案書とプレゼンテーション資料の

同時提出は求めません。 

 この上で、万が一提案書の内容とプレゼンテ

ーション資料の内容に不一致が確認された場

合は、当該事象の発生を事務局から審査員各位

に速やかに報告すると共に、当該内容に悪質性

が認められた場合は、実施要領 p.8 11-(4)-

イ・ウの規定を適用し、提出された提案書等を

無効とする処置を行います。 

 

 

 

 ここで言う「業務履行計画書」とは、審査を

経て決定した契約候補者が、市と本事業の契約

締結に向けて協議する中で市に対し開示する

計画書という位置付けです。このため、市から

事前に開示できるものはありません。 

 

 

 

 お見込みのとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 お見込みのとおりです。 



 

 

 

 

 

 

４５ 

 

 

 

 

 

 

４６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

確保」は事業者負担となっておりますが、作業効

率化の観点から、施設内の空きスペースの借用を

お願いする場合もあるかと存じます。そのような

場合は協議に応じて頂けるとの認識でよろしいで

しょうか。 

 

【記載箇所】 

実施要領 p.10 13-(2) 【表 2】 

 支払関連における「金利の変動」で、「市中金利

の変動」は事業者負担となっておりますが、これ

は提案時点からリース開始までの間の変動リスク

を指すとの認識でよろしいでしょうか。 

 

【記載箇所】 

提案書作成に係る技術要件及び設計条件等 

 p.1 1-(1)、p.3 2-(1)及び(2) 

 JIS Z 9110：2024に準拠するとの貴市ご要求に基

づき、観客席の照度設計を行う場合、プロ野球・

公式競技で照度 50lx以上、一般競技で 20lx 以上

となります。 

 一方、「提案書作成に係る技術要件及び設計条件

等」の３頁 ２ 観客席の照度(1)には、観客席の照

度 100lx以上、最低照度 10lx以上と記載されてい

ます。この場合、JIS Z 9110：2024に基づく数値を

正と考えるとの認識でよろしいでしょうか。 

 

【記載箇所】 

提案書作成に係る技術要件及び設計条件等 p.3 

            ３ 施設敷地外の照度 

 「対象各施設の敷地外への漏れ光の程度を検証

し～中略～水平面及び鉛直面の各照度を算出し、

照度シミュレーション図も用いて定量的な検証も

行うこと」とありますが、これは、構造物がない

ものとした平面図上のシミュレーションではな

く、施設の立体構造を踏まえ三次元的な光漏れシ

ミュレーションを行うとの理解でよろしいでしょ

 

 

 

 

 

 

 

 

お見込みのとおりです。なお、リース契約の

性質上、リース期間中は市として固定の賃借料

を事業者に支払うことから、市としてはリース

期間中における市中金利の変動の影響を受け

ない理解です。 

 

 

 

ご質問のとおり、観客席の照度については

JIS Z 9110：2024に準拠し、以下のとおりとして

ください。 

・セキスイハイム松本スタジアム 

 平均照度：50lx以上 

・信州グリーンローズスタジアム四賀 

 平均照度：20lx以上 

 

 

 

 

 

 

 お見込みのとおりです。 

また、関連質問として、番号２７の回答もご

参照ください。 

 

 

 

 



 

 

４８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４９ 

 

 

 

 

 

 

うか。 

 

【記載箇所】 

実施要領 p.3 4-(5)-イ 

 「参加者（グループで参加する場合は施工役割

を担う者）については、建設業法（昭和２４年法

律第１００号）第３条の規定による電気工事に係

る特定建設業許可を有していること。また同法第

２６条の規定による電気に係る監理技術者を持つ

者を配置できること。」とありますが、契約締結と

なった場合には監理技術者（現場代理人）のコリ

ンズ登録は可能でしょうか。 

 

【記載箇所】 

仕様書 p.2 5-(6)-イ 

 「アスベストの有無について、必要に応じて事

前調査を行い、発注者に報告するとともに現地に

結果を掲示すること」「含有の恐れがある場合は発

注者との協議を行い適切に対処すること」との記

載がありますが、現時点においてアスベスト調査

が必要な施設がお分かりになりましたら、ご教示

いただけますでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 監理技術者のコリンズ登録は可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現時点でアスベスト調査の必要性が確認さ

れている施設はありません。 

 

 

 

 

 

 


